
十
六
年
に
調
整
手
当
を
十
％
か
ら
五
％
に
引
き
下
げ

た
ほ
か
、
各
種
特
勤
手
当
の
削
減
な
ど
を
強
行
し
た
な

か
で
、
ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数
は
下
が
り
続
け
、
十
六
年

度
は
県
平
均
の
九
八
を
二
ポ
イ
ン
ト
も
下
回
っ
て
い
ま

す
。
民
間
の
賃
上
げ
相
場
と
も
大
き
く
か
け
離
れ
た
も

の
に
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
共
産
党
は
提
案
し
ま
す

●
給
与
、
勤
勉
手
当
に
差
を
付
け
る
人
事
評
価
を
や
め

る
こ
と
。

●
現
業
職
員
の
給
料
表
に

つ
い
て
は
、
職
員
組
合
と

十
分
な
話
し
合
い
で
見
直

す
こ
と
。

●
救
済
機
関
（
異
議
申
し

立
て
・
苦
情
処
理
）
を
設

置
す
る
こ
と
。

●
旧
名
栗
村
職
員
の
経
験

年
数
を
飯
能
市
職
員
と
同

等
の
扱
い
と
す
る
こ
と
。

人
事
院
が
五
〇
年
ぶ
り
の
「
給
与
構
造
の
見
直
し
」
を
打
ち
出
し
た
こ
と
を
受
け
て
飯
能
市
は
、
①
俸
給

表
水
準
を
平
均
四
・
八
％
引
き
下
げ
、
②
「
給
与
カ
ー
ブ
の
フ
ラ
ッ
ト
化
」
と
称
し
て
中
高
年
層
の
給
与
水

準
を
大
幅
に
引
き
下
げ
ま
し
た
。
同
時
に
③
勤
務
実
績
を
給
与
に
反
映
さ
せ
る
「
査
定
昇
給
」
制
度
を
導
入

し
ま
し
た
。
多
く
の
自
治
体
が
研
究
、
検
討
が
必
要
と
し
て
い
る
の
に
、
ま
た
新
た
な
人
事
評
価
制
度
が
確

立
さ
れ
て
い
な
い
な
か
で
「
見
切
り
発
車
」
し
た
こ
と
は
許
せ
ま
せ
ん
。

給
与
条
例
の
改
定
に
対
す
る

日
本
共
産
党
の
反
対
討
論

こ
の
重
大
な
賃
金
条
件
の
変
更
に

つ
い
て
、
職
員
と
の
十
分
な
理
解
と

納
得
な
し
に
提
案
さ
れ
た
こ
と
は
問

題
で
あ
る
。
議
員
に
議
案
が
配
布
さ

れ
た
の
が
二
月
二
三
日
、
組
合
と
の

妥
結
は
翌
日
の
二
四
日
で
あ
る
。
全

国
的
に
も
ま
だ
例
が
少
な
く
、
研
究

も
不
十
分
な
ま
ま
、
し
か
も
職
員
と

の
合
意
も
な
い
ま
ま
出
さ
れ
た
条
例

提
案
は
、
断
じ
て
認
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
い
。

●
そ
の
改
定
内
容
は
、
職
員
給
与
の

一
律
四
・
八
％
、
行
政
職
給
料
表
で
、

最
も
下
げ
幅
が
大
き
い
号
給
で
は
七
・

二
％
、
三
万
六
〇
〇
〇
円
も
引
き
下

げ
に
な
る
。
技
能
職
給
料
表
で
は
最

も
引
き
下
げ
幅
が
大
き
い
職
員
は
、

十
五
・
九
％
、
実
に
五
万
八
〇
〇
〇

円
も
の
引
き
下
げ
に
な
る
と
い
う
前

代
未
聞
の
あ
ま
り
に
も
ひ
ど
い
も
の

で
あ
る
。

●
飯
能
市
の
職
員
給
与
は
、
ラ
ス
パ

イ
レ
ス
指
数
で
み
て
も
、
九
六
で
県

平
均
の
九
八
を
下
回
り
、
市
段
階
で

も
っ
と
も
低
い
水
準
で
あ
る
。
今
回
、

こ
の
マ
イ
ナ
ス
改
定
を
他
市
に
先
行

し
て
実
施
し
た
場
合
、
町
村
を
含
め

て
も
県
下
で
最
低
の
水
準
に
な
る
こ

と
は
明
ら
か
。
地
域
格
差
が
一
層
広

が
る
こ
と
に
な
り
、
将
来
の
職
員
採

用
に
も
影
響
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
今
回
の
改
定
は
、
「
賃
金
は
生
計

費
」
の
原
則
を
な
い
が
し
ろ
に
し
、

公
務
員
労
働
者
だ
け
で
な
く
、
地
域

の
民
間
労
働
者
の

賃
金
ま
で
影
響
を

及
ぼ
し
、
く
ら
し

と
地
域
経
済
に
打

撃
を
与
え
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

定
期
昇
給
を
事
実
上

廃
止
し
、
成
果
主
義

に
よ
る
「
査
定
昇
給

制
度
」
を
導
入
す
る

こ
と
は
、
公
務
職
場

に
分
断
を
持
ち
込
み
、

市
民
生
活
よ
り
も
市

長
や
上
司
の
顔
色
を
気
に
す
る
も
の

言
わ
ぬ
職
員
づ
く
り
に
つ
な
が
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

住
民
と
と
も
に
歩
む
べ
き
自
治
体

労
働
者
の
職
場
や
仕
事
を
大
き
く
変

質
さ
せ
る
も
の
で
、
認
め
ら
れ
る
も

の
で
は
な
い
。

各
党
の
態
度

＊
野
田
直
人
議
員
が
賛
成
討
論
を

行
い
、
保
守
・
公
明
・
民
主
の
議

員
は
す
べ
て
賛
成
し
ま
し
た
。

成
績
主
義
の
問
題
点
を

指
摘
す
る
本
の
紹
介

内
側
か
ら
見
た
富
士
通
「
成
績
主
義
」
の
崩
壊

著
者

城

繁
幸

ko
bunsya

P e p
e r b a c k s

城
氏
は
、
東
京
大
学
法
学
部
卒
業
後
富
士
通
に
入
社
人

事
部
に
て
新
人
事
制
度
導
入
直
後
の
運
営
に
携
わ
る
な
か

で
、
成
績
主
義
の
様
々
な
問
題
点
と
人
事
の
腐
敗
を
目
の

当
た
り
に
し
て
き
た
。

城
氏
は
こ
う
指
摘
す
る-

「
無
能
な
ト
ッ
プ
、
暗
躍
す

る
人
事
部
、
社
内
に
渦
巻
く
不
満
と
嫉
妬･

･
･

自
殺
者
ま

で
出
る
と
い
う
惨
状
。
『
成
績
主
義
』
導
入
一
〇
年
で
、

富
士
通
は
無
惨
な
負
け
組
に
転
落
し
た
！
富
士
通
の
『
成

績
主
義
』
に
よ
る
崩
壊
は
他
人
事
で
は
な
い
」･･･

と
。

「
虚
妄
の
成
績
主
義
」
高
橋
伸
夫

日
経
Ｂ
Ｐ
社



「
官
か
ら
民
へ
」
を
錦
の
御
旗
に
、

小
泉
内
閣
が
す
す
め
る
「
構
造
改
革
」

路
線
の
も
と
で
、
公
務
員
は
諸
悪
の
根

源
の
よ
う
に
言
わ
れ
、
肩
身
の
狭
い
思

い
を
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
共
性
の
高
い
仕
事
が
民
間
に
丸
投

げ
さ
れ
た
結
果
、
競
争
と
経
済
効
率
優

先
の
も
と
で
、
ル
ー
ル
や
モ
ラ
ル
は
破

壊
さ
れ
、
Ｊ
Ｒ
の
相
次
ぐ
事
故
、
耐
震

強
度
偽
装
事
件
な
ど
あ
ら
ゆ
る
分
野
で

命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
「
官
か
ら
民
へ
」
の
行
き
着

く
先
に
何
が
あ
る
か
を
多
く
の
国
民
が

見
抜
き
始
め
て
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
「
官
」
の
仕
事
が
生
ま
れ
た
の

か
？
国
や
地
方
自
治
体
の
役
割
と
は
何
か
？
公
務
員

の
存
在
意
義
は
？
な
ど
、
い
ま
こ
そ
真
正
面
か
ら

「
公
的
役
割
」
を
問
い
直
す
時
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
公
務
員
攻
撃
と
市
民
サ
ー
ビ
ス
切
り
捨
て
の
行

革
は
根
が
同
じ
で
す
。
力
を
合
わ
せ
て
職
員
の
労
働

条
件
、
市
民
の
暮
ら
し
を
と
も
に
守
り
ま
し
ょ
う
。

国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
そ
っ
ち
の
け
で

ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
ね
ら
う

小
泉
構
造
改
革
路
線
は
、
ア
メ
リ
カ
が
強
く
求
め
て

い
る
市
場
開
放
、
規
制
緩
和
路
線
そ
の
も
の
で
す
。

郵
政
民
営
化
は
そ
の
象
徴
で
、
銀
行
、
保
険
、
宅
配

業
務
へ
の
企
業
、
資
本
の
参
入
が
目
的
で
、
国
民
へ

の
サ
ー
ビ
ス
な
ど
と
い
っ
た
視
点
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
方
公
務
員
の
削
減
も
同
様
で
、
狙
い
は
五
〇
兆

円
と
い
わ
れ
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
指
定
管

理
者
制
度
に
続
い
て
、
国
会
に
提
案
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
る
、
市
場
化
テ
ス
ト
法
（
公
共
サ
ー
ビ
ス
効
率

化
法
）
案
で
は
、
「
官
」
に
競
争
原
理
を
導
入
、

「
官
」
の
仕
事
の
流
れ
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方

を
変
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
重
大
な
問

題
は
、
公
務
職
場
が
な
く
な
っ
た
場
合
、
分
限
（
首

切
り
）
も
あ
り
得
る
な
ど
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
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